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特別養護老人ホーム須坂荘 (介護予防)短期入所生活介護 重要事項説明書 

＜令和  年  月  日 現在＞ 

 

１．事業所の概要 

 (1) 事業所の名称等 

施 設 名 称 特別養護老人ホーム須坂荘 

開 設 年 月 日 令和３年４月１日 

所 在 地 長野県須坂市大字塩野９５１番地 

電 話 番 号 ０２６－２４８－０８３９ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２６－２４８－４９１８ 

開 設 者 名 
社会福祉法人 グリーンアルム福祉会 

（理事長 更級 尚） 

介護保険指定番号 ２０７０７００７１７ 

 

 (2) サービスに関する相談窓口 

担 当 者 
生活相談員    青山 弥生 

介護支援専門員  志原 雄大 

受 付 時 間 毎日 午前８時４５分 ～ 午後５時３０分  

 

 (3) 事業所の目的 

    特別養護老人ホーム須坂荘は、介護予防短期入所生活介護サービス又は短期入所生活介護サ

ービス（以下、『サービス』という。）を提供し、利用者に対して自立に向けた適正な生活援助を

提供することを目的とします。 

 

 (4) 事業所の運営方針 

① 利用者が可能な限り在宅生活を継続するために、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上のケア及び機

能訓練を行います。 

② 利用者の心身の機能の維持向上並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減が図

れるようサービスを提供します。 

③ 地域との結び付きは勿論、市町村、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター（以下

「居宅介護支援事業者等」という。）、その他介護サ－ビス事業者、医療機関、保健施設及び

福祉施設の関係機関と連携を図ります。 

 

 (5) 事業所の定員及び設備の概要 

入所定員 ８名（併設する本体特養７０名） 

居室 

４人部屋 

２室 

（他に特養１８室） 
医務室 １室 

静養室 １室 食堂 １室（１・２棟） 

浴室 
一般浴室 １室 機能訓練室 １室 

特殊浴槽 １室 相談室 １室 
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(6) 事業所の職員体制（特別養護老人ホームと兼務） 

職 種 常勤 非常勤 主な業務内容等 

施設長   所属職員の指揮監督、業務の管理 

副施設長   施設長の補佐 

医師   利用者の治療、検査等の医療行為 

看護職員   医師の指示に基づく看護 

介護職員   日常生活上の介護 

生活相談員   利用者に対する各種支援及び相談 

管理栄養士   栄養管理 

機能訓練指導員   機能訓練 

介護支援専門員   施設サービス計画策定 

事務職員   一般管理事務 

 

２．サービス内容 

  【通常のサービス】 

① （介護予防）短期入所生活介護計画及び個別サービス計画の作成 

② 食事 朝 食  ７時３０分 ～  ８時３０分 

昼 食 １２時００分 ～ １３時００分 

夕 食 １８時００分 ～ １９時００分 

間 食 １０時００分 ・ １５時００分 

③ 入浴  一般浴・機械浴 基本的に週２回 

    ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭または部分浴となる場合があります。 

④ 日常生活上の介護（排泄介助、食事介助、移動介助等） 

⑤ 機能訓練（理学療法等） 

⑥ 行事、余暇活動、レクレーション活動等 

⑦ 健康管理（日常生活上の処置及び観察等） 

⑧ 相談援助サービス（日常生活上の相談等） 

⑨ 事業所と自宅間の送迎    等 

【その他のサービス】 

⑩ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑪ 理美容サービス（外部事業者により原則月１回実施）   等 

 

３．利用料 

・法定代理受領を前提とし、介護保険の自己負担額は「介護保険負担割合証」に記載の割合に基づき

ます。自己負担額の把握のため、介護保険負担割合証を提出していただきます。 

・介護保険料の滞納等により、保険者からの保険給付が事業者に支払われない場合があります。この

場合、利用者に費用の全額を請求いたします。一旦お支払いいただいた利用料は保険者（市町村）

の窓口に申請することにより、還付を受けることができます。 

・お支払いいただいた自己負担額が一定額（上限額）を超えたときには、高額介護サービス費により

超過分が払い戻しされます。高額介護サービス費については保険者（市町村）にお問い合わせく

ださい。 

・居住費及び食費の利用者負担額は、利用者や世帯の所得等に応じて、第１段階～第４段階に区分さ
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れます。利用者負担軽減制度について詳しくお知りになりたいことや、不明な点等ございました

ら、事業所の担当者、担当する居宅介護支援事業所、市町村担当窓口等にお尋ねください。 

・毎月１５日までに前月分の請求書を発行いたしますので、末日までにお支払いください。お支払い

いただくと領収書を発行いたします。お支払い方法は、口座自動引き落とし、請求書に基づくお

振込み、から契約の際にお選びください。 

 

① 基本サービス費（日額） 

（短期入所生活介護）                             単位：円 

 要介護 1 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス費 ６,０３０ ６，７２０ ７，４５０ ８，１５０ ８，８４０ 

１割自己負担額 ６０３ ６７２ ７４５ ８１５ ８８４ 

２割自己負担額 １，２０６ １，３４４ １，４９０ １，６３０ １，７６８ 

３割自己負担額 １，８０９ ２，０１６ ２，２３５ ２，４４５ ２，６５２ 

（介護予防短期入所生活介護）     単位：円 

      要支援１ 要支援２ 

サービス費 ４，５１０ ５，６１０ 

１割自己負担額 ４５１ ５６１ 

２割自己負担額 ９０２ １，１２２ 

３割自己負担額 １，３５３ １，６８３ 

 

②滞在費・食費                            単位：円 

利用者負担段階 要   件 居住費（日額） 食 費（日額） 

第１段階 

生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者

で世帯全員が住民税非課税の方で、かつ本

人の預貯金等が 1,000万円以下（配偶者が

いる場合は夫婦あわせて 2,000万円以下）

の方 

０ ３００ 

第２段階 

世帯員全員が住民税非課税で、課税年金収

入額と非課税年金収入額、その他の合計所

得金額の合計が 80 万円以下の方で、かつ

本人の預貯金等が 650万円以下（配偶者が

いる場合は夫婦あわせて 1,650万円以下）

の方 

４３０ ６００ 

第３段階① 

世帯員全員が住民税非課税で、課税年金収

入額と非課税年金収入額、その他の合計所

得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下の

方で、かつ本人の預貯金等が 550 万円以下

（配偶者がいる場合は夫婦あわせて 1,550

万円以下）の方 

４３０ １，０００ 

第３段階② 

世帯員全員が住民税非課税で、課税年金収

入額と非課税年金収入額、その他の合計所

得金額の合計が 120万円を超える方で、か

つ本人の預貯金等が 500万円以下（配偶者

がいる場合は夫婦あわせて 1,500 万円以

下）の方 

４３０ １，３００ 
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第４段階 

本人が住民税課税となっている方 

または 配偶者が住民税課税となってい

る方 

または 本人が属する世帯の中に住民税

課税者がいる方 

または 本人の預貯金等が一定額を超え

る方 

９１５ １，６８０ 

※段階は、市町村が交付する介護保険利用者負担額減額・免除等認定証により決定します。 

                                
 

 

 

 

 

＊食費は１食ごとに請求させていただきます。 

＊日額上限額を上回る請求は発生しません 

 

・ 食費に係る加算 

加算項目 

１割自己負担額 

内 容 ２割自己負担額 

３割自己負担額 

療養食加算 

８円／回 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養

量及び内容を有する治療食並びに特別な場合の療養食

を提供した場合に、１日に３食を限度として、１食１回

として算定します。 

１６円／回 

２４円／回 

 

③その他の加算 

加算項目 

１割自己負担額 

内  容 ２割自己負担額 

３割自己負担額 

送迎加算 

１８４円／回 片道分  

通常の業務範囲外の送迎は通常の事業の実施地域を越

えて１ｋｍごとに 110円 

３６８円／回 

５５２円／回 

緊急短期入所 

受入加算 

９０円／日 居宅サービス計画で計画的に行うこととなっていない

短期入所を緊急的に行う場合、利用日から７日(やむを

得ない場合は１４日)を限度として算定します。 

１８０円／日 

２７０円／日 

個別機能訓練 

加算 

５６円／日 常勤の機能訓練指導員が利用者の居宅を訪問して、個

別の機能訓練計画を作成した上で、機能維持・向上を目

的として個別機能訓練を行った場合に算定します。 

１１２日／日 

１６８日／日 

機能訓練加算 

１２円／日 
常勤の機能訓練指導員を 1 名以上配置している場合に 

算定します。 
２４円／日 

３６円／日 

生活機能向

上連携加算

(Ⅰ) 

い
ず
れ
か
を
算
定 

１００円／月 訪問リハ、通所リハ又は医療機関の理学療法士等の助言に

基づき施設職員が個別の訓練計画を作成し、計画に基づき

機能訓練指導員その他職種が協働し、計画的に機能訓練を

実施した場合、３か月に１回に算定します。ただし、個別

機能訓練加算を算定している場合には算定しません。 

２００円／月 

３００円／月 

生活機能向上

連携加算(Ⅱ) 

２００円／月 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーシ

ョンを実施している事業所又はリハビリテーションを

実施している医療機関の理学療法士等が、施設を訪問

し、施設職員と共同でアセスメントを行い個別の訓練

４００円／月 

６００円／月 

個別機能訓練加算を

利用者負担段階 第１～３段階 第４段階 

  食費（朝食） ３７０    ４２０ 

  食費（昼食） ６００ ６８０ 

  食費（夕食） ４７５ ５８０ 
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算定している場合 計画を作成し、その計画に基づき、施設機能訓練指導員

その他職種の者が協働し、計画的に機能訓練を実施し

た場合に算定します。 
１００円／月 

２００円／月 

３００円／月 

看護体制加算

（Ⅰ） 

い
ず
れ
か
を
算
定 

４円／日 
常勤の看護師を１名以上配置している場合に算定しま

す。 
８円／日 

１２円／日 

看護体制加算

（Ⅲ）イ 

１２円／日 看護体制加算（Ⅰ）の算定要件を満たして、前 3 か月

の利用者のうち介護度 3-5 の利用者が 70%以上の場合

に算定します。 

２４円／日 

３６円／日 

看護体制加算

（Ⅱ） 

い
ず
れ
か
を
算
定 

８円／日 
看護職員が基準に加え１名以上配置され、２４時間の

連絡体制を確保している場合に算定します。 
１６円／日 

２４円／日 

看護体制加算

（Ⅳ）イ 

２３円／日 看護体制加算（Ⅱ）の算定要件を満たして、前 3 か月

の利用者のうち介護度 3-5 の利用者が 70%以上の場合

に算定します。 

４６円／日 

６９円／日 

口腔連携 

強化加算 

５０円／回 施設職員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合におい 

て、利用者等の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専 

門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1 月 

に 1 回に限り算定します。 

１００円／回 

１５０円／回 

医療連携 

強化加算 

５８円／日 看護職員による 24 時間の連絡体制を確保しており、急変

時の医療提供ができることを利用者家族へ説明し、手厚い

健康管理を要する状態に同意である場合に算定します。 

１１６円／日 

１７４円／日 

在宅中重度者 

受入加算 

４２５円／日 訪問看護サービスを利用している在宅の中重度者が、短期

入所の場合においても、なじみの訪問看護師からサービス

提供が受けられる体制を確保した場合に算定します。ただ

し、看護体制加算を算定していない場合は算定しません。 

８５０円／日 

１,２７５円／日 

 

（Ⅰ） 

４２１円／日 

看護体制加算Ⅰを算定している場合に算定します。 ８４２円／日 

１,２６３円／日 

（Ⅱ） 

４１７円／日 

看護体制加算Ⅱを算定している場合に算定します。 ８３４円／日 

１,２５１円／日 

（Ⅲ） 

４１３円／日 

看護体制加算Ⅰ、Ⅱを算定している場合に算定します。 ８２６円／日 

１,２３９円／日 

夜勤職員配置 

加算（Ⅰ） 

１３円／日 
16:30~翌 8:30 に勤務する職員の延べ時間数の合計が、

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する

基準に規定する夜勤職員の配置人数(須坂荘の場合３

名)より１名分以上多く配置している場合に算定しま

す。見守り機器等を導入している場合は、別に定める基

準によります。 

２６円／日 

３９円／日 

夜勤職員配置 

加算（Ⅲ） 

１５円／日 上記の要件に加え、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配

置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職

員を配置している場合に算定します。 
３０円／日 

４５円／日 

サービス提供

体制強化加算

（Ⅰ） 

い
ず
れ
か
を
算
定 

２２円／日 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が

80％以上、又は勤続 10 年以上の介護福祉士が 35％

以上配置されている場合に算定します。 

４４円／日 

６６円／日 

サービス提供

体制強化加算

（Ⅱ） 

１８円／日 
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 

60％以上配置されている場合に算定します。 
３６円／日 

５４円／日 

サービス提供 ６円／日 
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体制強化加算

（Ⅲ） 

１２円／日 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が 50％以

上、または看護・介護職員のうち常勤職員が 75％以

上配置されている場合等に算定します。 

１８円／日 

 

認知症行動・ 

心理症状緊急対応 

加算 

２００円／日 医師が在宅での生活が困難であり、緊急に（介護予防）

短期入所生活介護を利用することが適当である判断し

た者に対して、開始日から７日間を限度に算定します。 

４００円／日 

６００円／日 

若年性認知症利用 

者受入加算 

１２０円／日 
若年性認知症利用者を受け入れ、その入所者に対し個 

別の担当者を配置した場合に算定します。 
２４０円／日 

３６０円／日 

生産性向上 

推進体制加算 

   （Ⅰ） 

１００円／日 生産性向上推進加算（Ⅱ）の要件を満たし、見守り機器 

等のテクノロジーを複数導入、かつ、職員間の適切な 

業務改善の取組等を行い、業務改善の取組による効果 

のデータを 1 年以内ごとに 1 回、厚生労働省へ提出し、 

成果が確認されている場合に算定します。 

２００円／日 

３００円／日 

生産性向上 

推進体制加算 

（Ⅱ） 

１０円／日 
見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導入し、利用 

者の安全並びに介護サービスの質の確認及び職員の負 

担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置 

し、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラ 

インに基づいた改善活動を継続的に行っていること、 

かつ、業務改善の取組による効果のデータを 1 年以内 

ごとに 1 回、厚生労働省へ提出している場合に算定し

ます。 

２０円／日 

３０円／日 

身体拘束廃止 

未実施減算 

 所定単位数の

100 分の 10 の 

単位数を減算 

身体的拘束廃止に向けての取り組みとして、身体的 

拘束適正化の指針整備や適正化委員会の開催、定期 

的な職員研修を行っていない場合に適用されます。 

業務計画 

未実施減算 

所定単位数の 

100 分の 3 の 

単位数を減算 

感染症や自然災害の発生時にサービス提供を継続的 

に実施するための業務継続計画の策定、それに従っ 

た必要な措置を講じない場合は適用されます。 

 高齢者虐待防止 

措置未実施減算 

所定単位数の 

100 分の 1 の 

単位数を減算 

虐待の発生またはその再発防止の措置（指針整備・研修

の実施・担当者の設置）が講じられていない場合に 

適用されます。 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅰ） 

自己負担額 

×１４．０％ 

介護職員の賃金を改善する計画を策定し、適切な処置

を講じた場合に算定します。 

 

 

 

 

④その他の請求項目  

特別な食事代 利用者の希望により提供した食事に要した費用の実費 

理美容代 外部事業者との契約による実費 

行事・余暇・レク活動費 参加状況に応じ、掛かった材料費等の実費 

日常生活用品費 依頼のあった品物を購入するのに要した費用の実費 

クリーニング代 ドライクリーニング等特殊な物については実費 

複写物の交付 利用者又は身元引受人の希望により交付する場合 1枚当たり 10円 

口座振替手数料 実費 

上記以外に掛かる費用については説明の上、同意を得て徴収する場合があります。 

 

４．通常の事業の実施地域 
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   当事業所の通常の事業の実施地域は、須坂市・小布施町・高山村・長野市（若穂地区）です。 

 

 

 

 

５．協力医療機関等 

   当施設では、下記の医療機関・歯科診療所に協力いただいています。 

協力医療機関 

1 長野県立信州医療センター 須坂市大字須坂 1332 

2 長野市民病院 長野市大字富竹 1333番地 1 

3 長野赤十字病院 長野市若里五丁目 22番 1号 

協力歯科医療機関 

1 遠藤歯科医院 須坂市臥竜 1-5-16 

 

６．施設利用に当たっての留意事項 

面会 
概ね８：３０～２０：００の間とします。 

なお、ご面会の際は、面会簿に記帳をお願いいたします。 

外出・外泊 事前に連絡をお願いします。所定用紙への記入をお願いします。 

飲酒・喫煙 職員の指示に従ってください。 

火気の取扱い 職員の指示に従ってください。 

所持品の持ち込み 職員の指示に従ってください。 

金銭・貴重品の管理 
金銭、貴重品は、原則持込みしないでください。必要な場合はお

預りさせていただきます。 

営利行為 できません。 

宗教活動 他の利用者及び施設の運営に迷惑とならない範囲で自由です。 

特定の政治活動 他の利用者及び施設の運営に迷惑とならない範囲で自由です。 

ペットの持ち込み 衛生管理上問題があるのでご遠慮ください。 

ハラスメント 

利用者及びその家族は、施設職員、他の利用者等に対して、以下

の行為を行なわないでください。 

①暴言、脅迫、威嚇、侮辱、その他人格を否定するような言動 

②不当な要求、強要、その他業務を妨害する行為 

③プライバシーの侵害、セクシュアルハラスメント（必要もなく

手や腕をさわるなどの行為を含む） 

④その他法令または公序良俗に反する行為 

 

 

７．非常災害対策 

  ・防災設備   屋外消火栓、屋内消火器、簡易スプリンクラー、照明付自家発電機、火災熱感知

器、火災煙感知器、非常通報設備、防火扉、非常灯 

  ・防災訓練   年２回（内１回は夜間想定）実施しますので、ご協力ください。 

  ・防火管理者  介護支援専門員  志原 雄大         

 

８．事故発生時の対応 

   利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町村、身元引受人等に連絡を行うとともに、必要な

措置をとらせて頂きます。 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生し、利用者の生命・身体・財産に損害が発生し

た場合は、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意、過失がない場合に

はこの限りではありません。 
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９．第三者による評価の実施状況 

実施の有無 あり 

実施した直近の年月日 令和４年９月２２日 

第三者評価機関名 コスモプランニング有限会社 

評価結果の開示状況 あり 

 

１０．要望及び苦情の相談 

・ 施設利用に関する要望・苦情又は介護・療養に関する相談等は、生活相談員又は介護支援専門員

にお申し出ください。 

    事業所の定める苦情受付体制 

苦情解決責任者 施設長   今関 恭宏 

苦情受付担当者 生活相談員  青山弥生 介護支援専門員 志原雄大 

受付電話番号 ０２６－２４８－０８３９ 

・ 事業所では、第三者の立場から相談にのっていただく第三者委員を委嘱しております。 

第三者委員については、施設内の掲示をご覧ください。 

・ 玄関ホールに「ご意見箱」を設置していますので、ご活用ください。 

また、下記の窓口でも苦情相談等を受け付けています。 

苦 情 相 談 窓 口 電 話 番 号 

須坂市 高齢者福祉課 (026) 248-9020 

小布施町 健康福祉課福祉係 (026) 214-9108 

高山村 村民生活課福祉係 (026) 242-1201 

長野市 高齢者活躍支援課 介護施設担当 (026) 224-5094 

長野県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情処理係 (026) 238-1580 
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（介護予防）短期入所生活介護の利用にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事

項を説明しました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

                 事業者  社会福祉法人グリーンアルム福祉会 

 所在地  須坂市大字塩野 951 番地 

                 名 称  特別養護老人ホーム須坂荘 

                        施設長         

 

                 説明者    職名  生 活 相 談 員 

                         

氏名         

 

 

   私は、契約書および本書面により、事業者から（介護予防）短期入所生活介護についての重要事

項の説明を受け、同意致しました。 

令和   年   月   日 

 

                 利 用 者  住所 

 

                        氏名                

 

                        署名代行者 （続柄：        ） 

                         

                        氏名 

 

 

代 理 人  住所 

 

       氏名 

                  

 

身元引受人  住所 

 

                        氏名                

 

                 

 


